
    部会資料の見方 及び ご審議（ご意見）いただきたいこと     

(１) 第３回行財政部会の審議資料「現状における課題等」については、以下のとおり、４

つの要素で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) このうち、第３回部会までに事前に内容をご確認いただくとともに、特にご意見をい

ただきたい要素（部分）は「❹現状における課題」です。 

 

(３) 各施策の「❹現状における課題」が適切に設定されているか、漏れている課題はない

か、新たな課題はないかという視点で、ご意見をお願いします。 

 

(４) なお、「❹現状における課題」の設定が第１段階の作業、その課題を解決するための

「今後の方向性と主な施策」の設定が第２段階の作業となります。 

 

(５) 第４回部会（令和４年 1月下旬以降）では、政策課題集というかたちで示し、あらた

めてご意見をいただき、後期計画に向けた現状における課題を一定程度固めます。 

 

(６) 第２段階の作業となる「今後の方向性と主な施策」の設定については、第５回部会（令

和４年４月に開催予定）以降に審議いただきます。 

❶仮の政策体系（章・政策・施策） 

❷これまでの成果（実績）  

❸参考指標の例示 

❹現状における課題                        

※後期計画（2023～2027年度）

に向けた課題 


